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平成30年度上半期
町の財政状況報告

第12回壬生町安全安心町民
大会開催

まちトピ

税を考える週間　納税の推進
に関するポスター標語

壬生論語古義抄

月刊マイナンバー

国保だより

パブリックコメント募集の
お知らせ

相談、講座・募集

お知らせ

介護

スポーツ、こども

12月16日～１月15日のカレンダー

部長125,000円／班長90,000円／団員80,000円

団員の方だけが入ることのできる個人年金で、退団
後も継続可能です。

消防業務時、死亡又は障害の状態になった場合、賞じ
ゅつ金が授与されます。

災害現場へ出場途中又は、訓練中の不慮の事故の場
合支給されます。

県内の消防団応援の店において、ご家族様を含め、
様々なサービスが受けられます。



消防団員歴５年以上で試験の一部免除制度あります。
資格取得で行える作業（ガソリン、灯油、軽油、重油などの取扱作業）

班長以上の階級に３年以上勤務で資格取得できます。

町内における火災や風水害等による災害時に出動します。

災害対応訓練や消防ポンプの訓練・大会や消防点検があります。

火災予防広報や地域の行事における防火警備等があります。

※その他、各部毎に月２～３回程度、消防車・水利等の点検があります。



収入済額　63億4,442万3千円　執行率　48.8%

支出済額　41億9,697万9千円　執行率　32.3%
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総額総額
166166億7,3967,396万7千円千円
総額
166億7,396万7千円

31,633円

78,640円

人口 39,565人　世帯 15,915世帯

48,986円

121,781円

2,379円

5,915円

2,499円

6,213円

13円

31円

一人 当たり
85,510円

一世帯 当たり
212,580円

30年９月末現在
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中学生および青少年による地域活動の推進

～壬生町に笑顔の花がたくさん咲きました!!～

検 索
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○C柊あおい



　壬生町消防団（関本和夫団長 以下203名）による壬生町消防団通常点検が10月21日（日）
に実施されました。
　東雲公園多目的広場において、消防関係殉職者に対し黙祷を捧げた後、多数の御来賓臨
席のもと、人員並びに服装点検、機械器具点検、ポンプ操法点検並びに放水点検が行われ
ました。その後、小菅一弥町長より講評が行なわれ、続いて、多年にわたり勤続した団員
や、退団者、消防業務協力者などの表彰が行われました。
　続いて、蘭学通りにおいて、多くの人が見守る中、消防団本部役員、消防団員、消防団
車両、石橋地区消防組合消防車両等による分列行進が行われました。また、分列行進後に
は役場駐車場において、消防車両の展示や、放水体験ができる消防フェアが行なわれ、た
くさんの家族連れでにぎわいました。

　壬生町立壬生東小学校において、平成30年９月９日（日）午前９時から、壬生町防災訓練
が実施されました。
　今回の訓練では、落合自治会、ひばりが丘自治会、至宝町北自治会自主防災会、至宝町
南自治会自主防災会、福和田自治会防災会、壬生町防災士の皆様の協力により、避難訓練
をはじめ、避難所開設訓練、救出救護訓練、救護所開設訓練や初期消火訓練など、大規模
地震等災害時の対応訓練が行われました。
　また、今回の訓練では今年度災害時協定を結んだ大木生コン（株）様のコンクリートミキ
サー車による消火用水搬送訓練行い、災害時の連携確認も行われました。





　９月29日（土）に羽生田地区の「夢・はにしの里協議会（川島芳之会長）」、
10月14日（日）に下稲葉地区の「下稲葉・水と緑を守る会（鯉沼正男会長）」、
10月13日（土）に上稲葉地区の「上稲葉・自然を守る会（大塲文雄会長）」、
による生き物調査が行われました。この調査は、地域の環境保全の向上
を促進するため、身近な水路や田んぼの中にどんな生き物が棲んでいる
かを調査するもので、地元の小学生たちや地域の方々が参加しました。
　子どもたちは網を持って水路に入ると、魚の捕まえ方の指導を受けな
がら水中の生き物をたくさん採取しました。その後、アドバイザー（羽生
田地区：中茎元一氏、下稲葉地区：二瓶義彦氏、上稲葉地区：田中栄一氏）
から捕獲した生き物についての説明を受け、調査の結果や感想を発表し
ました。
　羽生田地区では、ブルーギル・コイ・ヤゴなどが、下稲葉地区ではカワ
ムツ・ギンブナ・ドジョウなどが、上稲葉地区では、タガメ・トウヨシノボ
リ・カマツカなどが観察でき、生き物の生態や自然環境に対する関心が
深まる有意義なものとなりました。

かわしまよしゆき

こいぬままさ お

おお  ば ふみ  お

に   へいよしひこ た  なかえいいちなかくきげんいち



　10月19日（金）に栃木県公館で行われました「平成30年
度栃木県教育功労者、優良学校及び優良団体表彰」の表彰
式において、壬生町体育協会の松本幸三会長が教育功労者（社
会体育）表彰を受賞され、壬生町立壬生北小学校（飯野徳
子校長）が優良学校（環境教育）表彰を受賞されました。
　松本幸三会長は、壬生町体育協会会長として、長年にわ
たり町のスポーツ振興に貢献されており、壬生北小学校は、
学校北側平地林を活用した森林環境や環境問題などの環境
教育に熱心に取り組んでいます。

　10月20日（土）、東雲公園の北側にある慰霊碑前
にて「壬生町戦没者並びに消防殉職者合同慰霊祭」
が執り行われました。
　この慰霊碑には、戊辰の役以来先の大戦に至る
までの戦没者の方々、そして消防活動にて殉職さ
れました方々のお名前が刻まれています。
　晴天に恵まれ、多くの遺族の方々が参列する中、
式辞、追悼の辞、舞の奉納の後、参列者全員によ
る献花が行われました。

まつもとこうぞう

いい  の   のり
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納税・滞納処分Ｑ＆Ａ

〈壬生町での捜索の様子〉

法律には、税金は全ての債務（借金含む）に優先すると定めてあり、個人債務よりも税金が優先
されます。（地方税法第14条）

税は納期内納付が大原則です。督促状発送日から10日を経過した日までに完納しない時は「差し
押さえをしなければならない」と明示してあります。（国税徴収法第47条）

税金を滞納すると、国税徴収法・地方税法に基づき財産すべてに対する調査権限が発生します。
この権限により調査を受けた金融機関等の関係機関は、協力しなければなりません。また、財産
の調査は、個人情報保護法に一切抵触しません。

差し押さえ等をするにあたり、自宅訪問して納税を催告することは原則として行いません。差し
押さえ等が行われるまでには、必ず事前に督促状などの通知が送付されています。

金額の大小に関わらず差し押さえ等を行います。「小額の滞納だから差し押さえられないはず…」
といった考えはお止めください。







国保だより

歳入・歳出の主な内容

国民健康保険税
18.4％

繰入金
8.8％

共同事業交付金
20.2％

県支出金
3.9％

前期高齢者交付金
23.5％

その他 4.5％

国庫支出金
19.0％

総務費
1.5％

保険給付費
57.2％

１人当たり １世帯当たり対前年度比 対前年度比

99,463円

286,923円

172,754円

498,346円

99.9%

102.6%

98.1%

100.7%

保険税負担額

保険給付額

被保険者数 世帯数対前年度比 対前年度比

10,244人 5,898世帯95.0% 96.8%加 入 状 況

平成29年度決算額 対前年度比

5,404,122千円

5,167,919千円

236,203千円

99.5%

99.3%

歳　　入

歳　　出

差　　引
※平成30年度に繰越

療養給付費等交付金
1.6％

…皆様が負担する保険料
…医療費等に対する国の負担分
…退職被保険者等に対する交付金
…65～74歳の方の医療費に対する交付金
…医療費等に対する県の負担分
…高額な医療費等に対する交付金
…一般会計から国保会計への繰入金

…職員給与費・レセプト審査料等
…皆様の総医療費のうち町が負担する費用等
…後期高齢者医療費に対する支援金
…40～64歳の被保険者の介護納付金
…高額医療費共同事業拠出金等
…特定健診・人間ドック助成金等

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

介護納付金 4.1％

共同事業拠出金
21.4％

保健事業費 0.4％
その他 4.4％

後期高齢者支援金等
10.9％



★社会保険に加入した場合や他市区町村へ転出した場合等、本来なら壬生町国民健康保険の資
　格がないのにもかかわらず、医療機関等で壬生町国民健康保険証を使用することは絶対にし
　ないでください。
★社会保険を脱退した場合にも、速やかに国民健康保険加入の手続きをしてください。社会保
　険喪失日から国民健康保険加入となり、国民健康保険税が賦課されます。

◎問合せ　●町住民課国保年金係　

※その他届出に来られる方の運転免許証等本人確認のできる書類もお持ちください。

　柔道整復師による施術は、国民健康保険の対象となる場合と対象外の場合がありま
す。負傷原因をきちんと伝え正しく施術を受けることが大切です。

　同一の負傷について、同時期に整形外科の治療と柔道整復師の施術を重複し
て受けた場合は、柔道整復師の施術は国民健康保険の対象外となります。ただ
し、負傷の状態の確認のために定期的に医師の検査を受ける場合や、継続して
施術が必要かについて確認するために対診して施術することは可能です。

　整骨院などで施術を受ける場合、医療機関同様に窓口で保険証を提示し、一部負担金を支払うほか

※施術内容についての確認をお願いすることがあります。
　国民健康保険で柔道整復師にかかった方に、負傷の原因や施術内容等について照会をさせていただ
くケースがあります。これは請求内容等に誤りがないか確認をさせていただくためです。　
　医療保険の財政健全化のためにも、皆様のご協力をお願いいたします。







１．計画素案の閲覧方法
（以下の場所でご覧いただけます）
①民生部健康福祉課（庁舎1階）②稲葉出張所③南犬飼出張
所④町公式ウェブサイト（http://www.town.mibu.tochigi.jp）
（注意事項）④を除き、閲覧は、土・日・祝日・年末年始
（12月29日から１月３日まで）を除く平日の午前８時30
分～午後５時15分となります。
２．募集期間
平成30年12月３日（月）～平成31年１月11日（金）
３．意見の提出ができる方
　町内に住所を有する方、町税の納税義務者その他パブリ
ックコメント制度に係る事案に利害を有する方
４．意見の提出方法
　パブリック・コメント記入用紙（町公式ウェブサイト及
び前期施設に設置）により、次のいずれかの方法で提出し
てください。いずれの場合も、宛先は「壬生町民生部健康

福祉課」宛でお願いいたします。
①郵送（〒321－0292壬生町通町12－22）または持参（土
日・祝日・年末年始は除く）
②ＦＡＸ　（81）1121
③電子メール　kenko@town.mibu.tochigi.jp
（注意事項）電話による受付はいたしませんので、ご了承
ください。
５．意見の取り扱い
・提出されましたご意見の概要と、検討結果につきまして
　は、町公式ウェブサイトに公開いたします。併せて健康
　福祉課で閲覧することができます。
・ご意見をいただいた方の氏名等の公表、及びご意見に対
　する個別の回答はいたしません。
・ご意見の内容が類似する場所は、取りまとめて公表する
　場合があります。

○目的　社会福祉法第１107条の規定に基づき、「第２期
壬生町地域福祉計画・壬生町地域福祉活動計画」を策定す
るにあたり、広く町民の皆様からご意見を募集いたします。
○問合せ　健康福祉課社会福祉係　 （81）1883

○目的　町民一人ひとりと、行政、関係機関等が一体とな
り、すべての人の命を大切にし「生きる支援」ができる体
制づくりとなるよう、「自殺対策基本法」に基づき、「壬
生町自殺対策計画」を策定するにあたり、広く町民の皆様
からご意見を募集いたします。
○問合せ　健康福祉課健康増進係　 （81）1885

１．目的
　町では、平成26年度に策定した「壬生町子どもの読書
活動推進計画」の計画期間が平成30年度末をもって終了
することに伴い、新たに、計画期間が平成31位年度～平
成35年度までの「壬生町子どもの読書活動推進計画（第
２期）」の策定を進めております。
　つきましては、計画案がまとまりましたので、住民の皆
さまからのご意見を募集いたします。
２．募集期間
　平成30年12月19日～平成31年１月18日
３．意見の提出ができる方　
　町内に住所を有する方、町内に通勤または通学する方、
町内に事務所または事務所を有する方、町税の納税義務者
その他本計画について利害を有する方
４．計画案の閲覧方法
　以下の場所でご覧いただけます。

壬生町教育委員会生涯学習課
稲葉地区公民館・南犬飼地区公民館
壬生町立図書館
町公式ウェブサイト

　　※町公式ウェブサイトを除き、閲覧は下記の日時とな
　　　ります。

土・日・祝日、及び年末年始を除く平日の午前８時
　　　30分から午後５時15分まで。

月曜・火曜の午前中・祝日、及び年末年始休館を除
　　　く午前８時30分から午後５時まで。（火曜日は午
　　　後１時から午後５時まで）　

月曜休館・年末年始休館を除く開館日の午前９時～

　　　午後７時まで。
　　※12月28日～１月４日は年末年始休館のため閲覧で
　　　きません。※
５．意見の提出方法
　パブリック・コメント意見提出用紙（町公式ウェブサイ
ト及び閲覧場所に設置）により、次のいずれかの方法で提
出してください。いずれの場合も、あて先は「壬生町教育
委員会生涯学習課」宛でお願いいたします。
　 郵送（〒321-0292、壬生町通町12番22号）または持
　　参（土・日・祝日、及び年末年始を除く平日の午前８時
　　30分から午後５時15分まで）
FAX（82-0935）

　 電子メール　gakusyu@town.mibu.tochigi.jp
　※電話による受付はいたしませんのでご了承ください。
６．意見の取扱
　提出されましたご意見の概要及び検討結果につきまして
は、壬生町広報紙及び壬生町公式ウェブサイトに公開いた
します。併せて壬生町教育委員会生涯学習課で閲覧するこ
とが出来ます。
※ご意見をいただいた方の氏名等の公表及びご意見に対す
　る個別の回答はいたしません。また、ご意見の内容が類
　似する場合は取りまとめて公開する場合があります。
７．問い合せ及び意見の提出先
　　壬生町教育委員会　生涯学習課
　　（土・日・祝日を　除く８：30～17：15）
　　〒321－0292　栃木県下都賀郡壬生町通町12－22

0282-81-1873　　FAX 0282-82-0935　
　　E-mail　gakusyu@town.mibu.tochigi.jp

「壬生町子どもの読書活動推進計画（案）」に対してご意見をお聞かせください

『第２期壬生町地域福祉計画・壬
生町地域福祉活動計画（案）』に対
してのご意見をお聞かせください

『壬生町自殺対策計画』に対しての
ご意見をお聞かせください。
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お し ら せ

図書館からのおしらせ図書館からのおしらせ図書館からのおしらせ おはなし会12・１月の日程

年末年始の休館について
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12月の
納税等

行
　
　
事

お正月特別開館（おもちゃ博物館）
　　　　　　　　　　（１月３日・４日）

第70回壬生町成人式　（１月13日）
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